個人研究費の取扱いについて
個人研究費の使⽤にあたり、「個人研究費にかかる年間研究計画書」、「前年度の個人研究費にかかる研究報告書」、の2点について提出いただきます。個人研究費の⽀給に際しては、「個人研究費にかかる年間研究計画書」、ならびに「前年度の個人研究費にかかる研究報告書」の提出が必須です。

	
	1. 個人研究費の交付額について



（１）本学の専任教員の⽇常的な研究活動を⽀援するものとして個人研究費を交付する。個人研究費は　年度ごとに⼀括仮払いで交付し、年度末精算となるため、翌年度への繰り越しはできない。
個人研究費（年額）　専任・特任教員：500,000円　契約教員300,000円
（２）下記の①～⑥に該当する場合には、本⼈の申請により加算して交付する。
① 海外学会報告に対する加算　
② 国内で開催する国際学会報告者に対する加算
加算額：①海外学会報告に対する加算　年額 150,000 円
※加算は年1回とし、加算額は海外学会報告に係る50,000円と、出張旅費に係る額上限100,000円からなる。出張旅費が100,000円以上のときは100,000円を、100,000円未満のときは出張旅費の実費を加算する。
②国内で開催する国際学会報告者に対する加算　年額20,000円
　必要書類：・海外学会・国内で開催する国際学会報告に係る個人研究費加算申請書　
[bookmark: _Hlk219889159]・ プログラム等の写し
・ 発表承諾書
・ 発表に使用した資料
※加算申請は、原則、出張報告書提出時とする。
対象：発表に際して事前に審査・査読あるいはそれに準ずる制度が設けられているもの
※発表承諾書の提出がない場合は支給対象とならない。
オンライン参加での報告も対象とする。
③ 就任時1年⽬に対する加算
加算額：着任時 200,000円
※契約教員の新任教員への加算は契約１年⽬のみとする。
④ 科学研究費助成事業に採択された者に対する加算
加算額：本研究費にかかる間接経費の2分の1相当額　
※上限500,000円
※科学研究費助成事業「⽀払請求書」に記載する本年度直接経費額の研究者別内訳の該当者額を基礎とし、その２分の１相当額を加算する。
必要書類： 科学研究費助成事業採択における個人研究費加算申請書
対象：研究代表者、および研究代表者が本学専任教員である研究分担者を対象とし、複数採択された場合は、いずれか1件とする。科研費採択2年⽬以降の継続者も同様とする。
要件：本加算及び⑤の加算について、当該年度にいずれか1件しか申請できない。
⑤ 当該年度の科学研究費助成事業に採択されなかった研究課題の研究代表者であって、かつ「採択されなかった研究課題の中でおおよその順位」が［B］評価以上の者。ただし、愛知大学科学研究費助成事業促進共同研究助成に採択された研究課題の研究代表者は除く。　※2026年度迄の適⽤
加算額：［A］評価の場合 100,000円［B］評価の場合  80,000円
必要書類：・ 科学研究費助成事業不採択における個人研究費加算申請書
・ 科学研究費助成事業審査結果（電⼦開⽰）の写し
要件：・　科研費に申請した研究課題が複数の場合、いずれか1件のみ申請できる
・ 当該年度に加算交付がされた場合、次年度の科研費を申請しなければならない
・ 前年度に加算交付がされている場合、加算申請はできない。
・ 本加算及び④の加算について、当該年度にいずれか1件しか申請できない。
⑥ 学外学術雑誌掲載加算　
加算額：・ 学術雑誌掲載のための所定の審査料
・ 学術雑誌掲載に要する所定の掲載料（外国語の校閲費⽤を含む）
・ 学外の学術雑誌等に掲載された論⽂の別刷購⼊料（上限100部）　
※加算は、学外学術雑誌への掲載が確定した時点より適用するものとし、同雑誌の刊行が諸費用の執行と同一年度か次年度のものに限ることとする。
※掲載あたり個人研究費の年額を上限額とする。加算回数については制限なく、上限額に達するまで加算することができる。ただし、対象となる複数の掲載がある場合、当該年度における１人あたりの加算額は、上限額を限度とする。(個人研究費規程別表第2個人研究費への加算限度額（第３条関係）)
必要書類： ・学外学術雑誌掲載加算申請書
・ 支払証拠書類（領収書等）
・ 経費の明細内容がわかるもの（請求明細等）
・ ①もしくは②
①成果物の写し：抜刷1冊 又 は掲載記事の写し（学術雑誌表紙の写しを含む）
②当該年度あるいは次年度に掲載確定が明示された書類（ただし掲載後、成果物の写しを提出すること）
要件： ・ 加算の対象とする学術雑誌は、原則、ISSNコード（国際標準逐次刊行物番号）が付与された専門学術雑誌に掲載される学術論文であり、審査・査読あるいはそれに準ずる制度が設けられているものを対象とする。これに加えて、海外の学会あるいは学術会議で発行される審査・査読あるいはそれに準ずる評価を経た学会発表をもとにした論文集・予稿集・プロシーディングス等に掲載される学術論文を対象とする。
・ 共著論文の場合、論文全体の主体的な著者であること。ただし、執筆部分が明確に分かれる場合（例、第1～2章は他人の執筆箇所だが、第3章は本人の執筆箇所）、当該箇所の掲載料、校閲料等は対象とする。
※オープンアクセスにかかる費用も対象とする。

	
	2. 個人研究費の交付⽅法および精算について


（１）交付方法
個人研究費は、当該年度の4月下旬頃に指定口座へ一括仮払いで交付する。
交付・執行には、年間研究計画書と研究報告書を4月中旬（所定の期日）までに提出することが条件。
（２）加算額の交付
加算額は、本人の申請に基づき追加振込みを行う。
（３）精算方法
領収書記載日・納品日が当該年度である証憑書類（原本）を、受領後速やかに台紙とともに所属校舎の研究支援課（車道校舎は総務課）へ提出する。
提出は事務局開室時間内に行う。


【証憑書類提出締切】
	
	第1 段階
	第2 段階
	第3 段階
	特別対応

	執行月
	4
月
	5
月
	6
月
	7
月
	8
月
	9
月
	10
月
	11
月
	12
月
	1
月
	2
月
	3
月
	
3 月11 日以降の出張は、出張申請書を
3 月10日までに提出した場合受付

→出張報告書、領収書等の提出 締切日は、出張終了後、  3 開室日以内 （最終提出日は原則3/25）

	提出締切日
	7
月
末
日
	8
月
末
日
	9
月
末
日
	10
月
末
日
	11
月
末
日
	12
月
末
日
	1 月末日
	3 月10 日
	


※提出締切⽇が祝⽇等により閉室の場合は事務局の翌開室⽇を締切⽇とする。  事務局開室時間は、平⽇9時〜17時。
※出張期間が⽉をまたぐ場合、出張にかかる証憑書類の提出締切は、出張終了⽇を執⾏⽉の基準とする。

	
	3. 個人研究費の使途の範囲及び制限について


個人研究費の使途範囲は、個⼈で⾏う⾃⾝の専攻分野に関する⽇常的な研究活動に直接必要と認められるものになります。また、条件を満たせば、研究の応用にあたる教育活動の一部にも使用できます。（（２）参照）
※個人研究費規程　第2条
個人研究費とは、学術研究を推進し、また、研究に根ざした教育の実施による教育面での質向上を図るため、本学の専任教員に対して支給される研究活動費をいう。
（１）使途範囲
・　学術研究目的でも研究費として執行できないもの（P.2-1「学内研究費の執⾏について」に示す「学術研究⽬的(※1)であっても、研究費として執⾏できないもの」）は除外。
・　税法上個人収入とみなされる経費（出版経費等含む）は執行不可。
（２）研究の応用にあたる教育活動に関する制限
・　自身が使用する物品の購入のみ可（旅費等は不可）。※自身の研究活動に関わる教育活動を行うための物品に限る。
・　学生が使用するものは不可（例：学生に配布する資料、ゼミ・授業等でのレクレーション活動に関するもの等）。
・　他の経費との合算不可（明確に分割できる場合は可）。
（３）特別に認められる支出
・　科研費申請関連費用（外部業者による添削費（年1回）、セミナー参加費、書籍購入）。研究代表者として申請する場合に限る。
・　教育研究活動で使用している機器備品・用品の修繕（研究費で購入したものに限る）。
・	自宅で使用する機器・備品や、本来他予算で支出すべきもの（机・椅子・書棚など）は不可だが、研究室用書架は標準据付書架が不足する場合のみ可。
（４）年度をまたぐ購入等：	出張や契約購入は単年度が原則
・　雑誌、セキュリティソフトなどの、最少契約単位が複数年度になる場合は、事前に各校舎研究支援課（車道は総務課）へ相談すること。
・　次年度初期の出張において、やむを得ず、前年度中に予約し、支払いする場合は、証憑類と理由書を提出することで次年度の執行とすることができる。
（５）私費と公費の区別
・　私物との同時購入や、同行者を含む複数名分の旅費・宿泊領収書は極力避ける。
・　私費で購入した物品の付属品を、公費（研究費）で購入することは不可。
・　ソフトウェアは研究費購入PCにインストールが原則。ただし、研究目的で使用することを条件に、他のPCへのインストールも可。
・　乾電池、CD、DVD、キャラクター文具等の研究目的と明確な区分ができない日常品は、理由書の提出が必要な場合あり。

	
	4. 個人研究費の執⾏⽅法について


〇個人研究費の執行は、研究者本人が行うこと。
〇旅費・物品費・人件費などの執行は、学内研究費執行ルール（共通編）に従う。
〇物品費の執行時は、貼付台紙に根拠資料を添付し、本人直筆の署名をして提出する。
〇執行可能かどうか判断に迷う場合には、事前に各校舎研究支援課（車道は総務課）に相談、確認のうえ執行してください。
〇根拠資料等提出書類に不備のないよう提出すること。

注意事項（重要）
（１）経費についての説明責任　：　大学運営は、学生の学納金や国の補助金等で賄われていることから、経費について説明責任が生じる。その使途は、第三者が納得できるものでなければならない。
＝必要以上に高額な物品の購入、研究活動以外、自身以外の使用が疑われるような執行は控えること。
・　購⼊物品・⽀出内容が⽇常的な研究教育活動に直接必要とされるものか区別がつきにくい場合には、研究教育活動のためであることを⽰す資料も添付する。
・　証憑類や理由書（様式3）の提出が必要な場合あり。使途範囲に疑義がある場合には、「研究費による執⾏願（理由書）」（様式3）を提出し、研究委員会の承認を得たうえで執⾏できる（「使途に関する注意」参照）。
（２）領収書管理　※二重計上に注意
・　「再発行」印字がない場合もあるため、提出状況を自身で確実に管理し、同一の領収証の重複提出がないよう留意すること。
・　領収書に「再発行」印字がある場合は、再発行に係る説明文を添付する。
（３）その他
・　科研費など他の経費と合わせた出張を希望する場合は、事前に研究支援課（車道校舎は総務課）へ連絡すること。

個人研究費での臨時職員の雇用
・　給与は月末締め翌月23日に人事課から支給される。
・　依頼者は、翌月23日以降に、各校舎研究支援課（車道は総務課）が発行した請求書に基づき個人研究費から大学へ振込または総務課へ現金で支払う。
・　雇用期間は1月末まで。


	[bookmark: _Hlk215761836]
	5. 個人研究費の事務処理について


（１）事務担当　所属校舎の研究支援課（車道校舎は総務課）
（２）事務処理の内容
①証憑書類の整理・集計
提出された証憑書類を費目ごとに区分し、集計する。
費目の種類：国内旅費、 海外旅費、機器費、用品費、その他（消耗品費、人件費〔給与払〕など）
②不明点の確認　
③執行状況の通知　年2回、研究者に執行状況を通知する。
④書類の保管
年度終了後、個人研究費執行書類一式を各校舎研究支援課（車道校舎は総務課）で保管。
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	6. 海外特別研修者の取扱い


（１）教育職員特別研修等で海外に居住している間は、以下の事項を除き、加算なし
・　科学研究費助成事業に採択された者に対する加算
・　当該年度の科学研究費助成事業に採択されず、かつ採択されなかった研究課題の中でおおよその順位が[B]評価以上の者に対する加算
・　学外学術雑誌掲載加算
（２） 個人研究費により居住地国内で移動して⾏う研究活動の旅費は、国内旅費として計上する。居住地国以外に移動して⾏う研究活動の旅費は海外旅費として計上する。宿泊費及び⽇当の執⾏額については、「7 教育職員特別研修・他機関給付研修」のページを参照のこと。

	
	7. 欠勤及び休職中（出産休暇・育児休業・介護休業も含む）の取扱い


個⼈研究費は執⾏不可とする。
ただし、研究の継続性を⽀援するために、当該年度内の個⼈研究費の範囲内で、学会年会費の執⾏が可能。
産休・育休中に年会費を⽀払った場合は、復帰後1か⽉以内若しくは3⽉10⽇の何れか早い期⽇までに証憑書類を提出のこと。

	
	８. ご退職時の取扱いについて


（１）退職年度における 機器備品・用品の購入は不可
（２）PC等の保守料（3、5年などの長期保証料を含む）
執行前に退職（割愛）が決まっている場合：在職年数分を按分する。
執行後に退職決定：執行年度内であれば遡及して、再計算（在職年数分を按分）する。
嘱託助教：延長可能年数分を按分する。
（3）ソフトウェアライセンス・雑誌等
複数年分購入は（２）と同様に按分する。単年度購入可能な場合は 1年分のみ按分する。
（4）学会年会費
在職月数分を按分した額を執行する。
（5）退職時に個人研究費（年度当初の仮払い金）の未執行額がある場合
研究支援課（車道は総務課）から請求書が発行される。年度末まで返納のこと。
（6）機器・備品・用品の処理
各校舎総務課で以下いずれかの手続きを行う
a.大学へ返還
b.減価償却価格で買い取り＋「物件移管申請書」提出。
【具体例】100,000 円のパソコンのケース　
① 残存価格の算出	100,000 円×5％＝5,000 円
② 1 年あたりの償却額を算出（100,000 円－5,000 円）÷5 年＝19,000 円
※耐用年数（5 年）は、物品によって異なる。


	使用年数
	計算式
	買い取り額

	1 年目
	100,000 円－19,000 円＝
	81,000 円

	2 年目
	81,000 円－19,000 円＝
	62,000 円

	3 年目
	62,000 円－19,000 円＝
	43,000 円

	4 年目
	43,000 円－19,000 円＝
	24,000 円

	5 年目
	24,000 円－19,000 円＝
	5,000 円

	6 年目以降
	残存価格
	5,000 円


※詳細は、各校舎総務課にお問い合わせください。


